
介護老人保健施設 牧野ケアセンター   

 

重要事項説明書 
 

【介護保険施設（入所）サービス】 
 

Ⅰ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

施   設   名 ： 介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

開 設 年 月 日 ： ２００５年 ３月 １日 

（2022年 4月 1日法人変更、事業継承） 

所   在   地 ： 神奈川県横浜市神奈川区菅田町１４８１－１ 

電  話 番  号 ： ０４５－４７２－９１１１ 

フ ァ ッ ク ス ： ０４５－４７２－９１３６ 

管   理   者 ： 施設長  土基 百合子 

介護保険事業所番号 ： １４５０２８００５７・１４５０２８００６５ 

               （従来型）      （ユニット型） 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

  介護老人保健施設は、医師・看護師による医学的管理の下で、日常生活上のお

世話や機能訓練等の入所サービスを提供することで、入所者様がその能力に応じ

た日常生活を営む事の出来るようにし、１日でも早く家庭での生活が出来るよう

支援していくことを目的とした施設です。家庭復帰の際は、居宅療養に向けた環

境整備等、退所時の支援も行いますのでご安心いただけます。 

（３）介護老人保健施設 牧野ケアセンターの運営方針 

  家庭的な雰囲気の中で、個々の利用者様の状態に合わせ医師による健康チェッ

クやあたたかな看護・介護、機能回復訓練、健康維持のためのレクリエーション

などを行います。身体機能の維持・向上を目標とし、外出・外泊等の援助を取り

入れながら、住み慣れたご家庭に復帰出来るようお手伝いさせていただくことを

運営方針とさせていただいております。 

（４）介護老人保険施設の入所対象者 

 介護老人保健施設は、公的機関で介護保険の申請をされた第１号及び第２号被

保険者の内、要介護１から要介護５の認定を受け、且つ施設入所サービスをご希

望される方につき入所のお申し込みがいただけます。入所ご希望者様やご家族様

には、施設利用に際しての重要事項説明を兼ねた面談及び施設見学を行なってお

ります。その上で必要書類をご提出いただき、医師、看護師、介護福祉士、薬剤

師、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士、支援相談員等により利用前判定 

会議を実施し、当施設の利用が適切と判断された方が入所対象者となります。 

（５）職員体制 

別紙（１）参照 

（６）職員勤務時間 

早番勤務    ７：００ ～ １５：３０ 

日勤勤務    ８：３０ ～ １７：００ 

遅番勤務   １１：００ ～ １９：３０ 

        １１：３０ ～ ２０：００ 

        １３：３０ ～ ２２：００ 

夜勤勤務    １６：３０ ～ 翌９：００ 

（７）入所者定員数 

定 員（従来型） １２６名（一般棟：７６名 認知症専門棟：５０名） 

療養室  ４人部屋 ２５室（一般棟：１６室 認知症専門棟： ９室） 

       ２人部屋  ６室（一般棟のみ） 



個  室 １４室（認知症専門棟：１４室） 

定 員（ユニット型）２４名（一般棟：２４名） 

療養室  個  室 ２４室（一般棟：２４室） 

Ⅱ サービス内容 

（１）施設サービス計画の立案 

（２）食事（医師の指示において特別食の提供） 

（３）入浴（一般浴・特浴） 

（４）医学的管理・看護・介護 

（５）機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

（６）相談援助サービス 

（７）理美容サービス 

（８）行政申請代行 

（９）その他 

※これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金をいただくものもござ

いますので、何かご不明な点などありましたら支援相談員までご相談ください。 

Ⅲ 利用料金 

（１）基本利用料金 

  施設利用料金は、要介護認定による要介護度によって異なります。料金表（別

紙２）をご参照ください。 

（２）食費               ¥２，１００／日 

（朝食５８０円・昼食６８０円・夕食６８０円・おやつ代１６０円） 

（３）居住費（滞在費） 

   多床室（２人室・４人室）     ¥６５０／日（光熱水費） 

   ユニット型個室・準個室（個室 A・個室 B）    

¥２，５９０／日（光熱水費・施設利用代） 

（４）その他 

  利用者様が選定する個室料金・理美容代・アメニティセット代・日用品費・教

養娯楽費などは、料金表（別紙２）をご参照ください。尚、不明な点がございま

したら、支援相談員までお尋ねください。 

Ⅳ 施設サービスについて 

（１）介護保険証の確認 

  ご利用にあたり、ご利用希望者様の「介護保険証」を確認させていただきます。 

（２）ケアサービス 

  当施設でのサービスは、利用者様が１日でも早くご家庭での生活に戻れるよう

に、施設サービス計画に基づき提供されます。この計画は、ご利用者様・ご家族

様（身元引受人様）の希望を十分に取り入れた上で、介護支援専門員を中心に施

設内各部署のスタッフにより協議・作成されます。内容については、ご利用者様・

ご家族様（身元引受人様）への充分な説明、同意をいただいてまいります。 

（３）医療サービス 

  介護老人保健施設では、入院・通院が必要ない程度の要介護者を入所対象とし

ていますが、施設内の医師・看護師により、利用者様の状態に合わせた適切な医

療・看護を行います。 

（４）介護サービス 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

（５）機能訓練 

医師の指示の下に機能訓練を行いますが、施設内のすべての活動が機能訓練の

ためのリハビリ効果を期待したものです。機能訓練室以外での生活訓練も、機能

訓練として位置付けが成されております。 

（６）生活サービス 

  当施設入所中も、明るく家庭的な雰囲気の下で生活していただけるよう、常に利



用者様の立場を意識したサービスを提供致します。 

 

（７）食事時間（原則として、食堂にてお召し上がりいただきます） 

朝 食   ７：３０より 

昼 食  １２：００より 

おやつ  １５：００より（入浴日は多少提供時間が遅れることがございます） 

  夕 食  １８：００より 

（８）入浴日 

  週２回。但し、利用者様の健康状態に応じて清拭となる場合がございます。 

（９）理美容サービス 

  火曜日と金曜日（入所フロアによります）に理美容サービスの提供を行います。

サービス日が決まり次第、各フロアに提示いたしますので、フロアスタッフまで

お申し込みください。定員になり次第締め切ります。 

 理美容サービス料金 ￥２，０００～（月末清算となります） 

 （10）面会について 

     ご面会時間は、10：00～18：00となっております。ご来所の際は、１階受付に

て面会簿へのご記名をお願い致します。また、感染症等予防のため、体調不良の

際はご面会をお控えくださいますようご協力よろしくお願い致します。 

Ⅴ 他機関との連携 

（１）協力医療機関 

   済生会神奈川県病院    横浜市神奈川区富家町 6-6   045-432-1111 

 牧野記念病院       横浜市緑区鴨居 2-21-11  045-933-4111   

 わかばデンタルクリニック 藤沢市長後 747-26  0466-90-4198 

（２）協力医療機関への受診 

  当施設では、医療機関や歯科医に協力をいただいておりますので、利用者様の

状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしております。歯科

医については、毎週水～金曜日に往診をお願いしております。 

 また、当施設での対応が困難な状態になった場合、専門的な対応が必要になった

場合には、責任をもって他の機関を紹介致します。医療機関に入院となった場合

は一度退所となりますのでご了承ください。 

Ⅵ 緊急時の連絡先 

（１）緊急の場合 

緊急の場合は、利用契約書・第１３条に基づき、記入されている方へ当施設よ

りご連絡をさせていただきます。 

 （２）事故発生の場合 

     利用者様に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、速や

かに市区町村、利用者様のご家族様などに連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

Ⅶ 日常生活の規律 

（１）施設の職員などの指示による日課を実施し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦

に努めましょう。 

（２）利用者様は、外出・外泊を希望する場合は、その都度事前にサービスステーショ 

ンに届けましょう。原則として、付き添い人無しでの外出はできません。 

（３）貴重品は持ち込まないようにしましょう。紛失などの際は責任を負いかねます。 

（４）生花や菓子類などの居室への持ち込みは一切ご遠慮いただいております。 

（５）携帯電話のご使用は、指定された場所でお願い致します。電話機の管理は個人で 

お願い致します。紛失等に関しては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

（６）利用者様、並びにご家族様（身元引受人含む）は、施設内の清潔・整頓・環境衛

生保持のため、施設にご協力お願い致します。 



（７）利用者様は、身上に関する重要事項が発生した場合は、速やかに施設長及び支援 

相談員に届けましょう。 

 

Ⅷ 施設内での禁止事項 

利用者様は、次の事項を慎みましょう。 

（１）喧嘩・口論・泥酔など他の利用者様に迷惑をかけること。 

（２）施設利用中の喫煙。 

（３）火気の使用及び自炊すること。 

（４）安全衛生を害すること。 

（５）特定の政治活動や布教活動をすること。 

（６）金銭または物品によって、賭け事をすること。 

（７）無断で備品の位置を変えたり、形状を変えたりすること。 

（８）お酒等のアルコール類の持込み及び飲酒。 

 

Ⅸ その他 

 （１）ご入所後に、ご本人様や他の入所者様のご病状や、施設側の設備面の事情等でお

部屋の移動をお願いする場合がございます。また、それが緊急性を要する場合に

は、ご家族様に連絡がつかない場合でも事後報告として実施させていただく場合

がございます。予めご了承ください。 

 （２）日用品には必ず名前を明記してください。紛失などの際は責任を負いかねます。 

 （３）当施設は併設サービスとして、短期入所療養介護・通所リハビリテーション・介

護予防（短期・通所）を実施しております。  

 （４）サービス向上の為、施設職員は施設内や外部での研修に参加しております。 

 

Ⅹ 相談窓口 

   当施設には、利用者様が快適に生活を送れるよう「相談窓口」として支援相談員が

勤務しておりますので、お気軽にご相談ください。また、要望や苦情なども支援相談

員にお寄せいただければ、施設内で速やかに対応し、改善またはご報告致します。 

その他、正面玄関に設置されております「ご意見箱」もご利用ください。 

 

 電   話 ： ０４５－４７２－９１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ： ０４５－４７２－９１３６ 

 支援相談員 ： 湯浅 利香・尾形 由香 

対 応 時 間 ： ８：３０ ～ １７：００ 

（前もってご連絡いただければ左記時間以外でも対応致します） 

 

★上記の相談窓口以外にも、市区町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会にも

苦情などを伝えることができます。 

 はまふくコール 

                 ０４５－２６３－８０８４ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 苦情窓口 

                  ０４５－３２９－３４４７ 

 

上記内容の説明を受け、同意し交付を受けました。 

   年   月   日 
                                    

 説明者                                  印 

 
 

                 同意者                 印 



 介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

重要事項説明書 

【短期入所（介護予防短期入所）療養介護サービス】 

Ⅰ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

施   設   名：介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

開 設 年 月 日：２００５年 ３月 １日 

（2022年 4月 1日法人変更、事業継承） 

所   在   地：神奈川県横浜市神奈川区菅田町１４８１－１ 

電  話 番  号：０４５－４７２－９１１１ 

フ ァ ッ ク ス：０４５－４７２－９１３６ 

管   理   者：施設長  土基 百合子 

介護保険事業所番号：１４５０２８００５７・１４５０２８００６５ 

          （従来型）      （ユニット型） 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

  介護老人保健施設は、医師・看護師による医学的管理の下での介護や機能訓練、

その他必要な医療と日常生活上のお世話等の短期入所療養介護サービスを提供す

ることで、利用者様の療養生活上での質の向上及び利用者様のご家族様の身体及

び精神的負担を軽減させることを目的に、支援させていただく施設です。 

 当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上

でご利用ください。 

＜＜ 介護老人保健施設 牧野ケアセンター の運営方針 ＞＞ 

  家庭的な雰囲気の中で、利用者様の状態に合わせた医師による健康チェックや

あたたかな看護・介護、機能回復訓練によるリハビリ、健康維持のためのレクリ

エーションなどを行い、住み慣れたご家庭で療養ができるように、短期入所療養

介護や通所リハビリテーションを提供させていただくことを運営方針とさせてい

ただいております。 

（３）職員体制 

別紙（１）参照 

（４）職員勤務時間 

早番勤務    ７：００ ～ １５：３０ 

日勤勤務    ８：３０ ～ １７：００ 

遅番勤務   １１：００ ～ １９：３０ 

        １１：３０ ～ ２０：００ 

        １３：３０ ～ ２２：００ 

夜勤勤務   １６：３０ ～ 翌９：００ 

（５）入所者定員数 

定 員（従来型） １２６名（一般棟：７６名 認知症専門棟：５０名） 

療養室  ４人部屋 ２５室（一般棟：１６室 認知症専門棟： ９室） 

       ２人部屋  ６室（一般棟のみ） 

       個  室 １４室（認知症専門棟 １４室） 

定 員（ユニット型）２４名（一般棟 ２４名） 

療養室  個  室 ２４室（一般棟 ２４室） 

 



Ⅱ サービス内容 

（１）短期入所療養介護計画の立案 

（２）食事（医師の指示において特別食の提供） 

（３）入浴（一般浴・特浴） 

（４）医学的管理・看護・介護 

（５）機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

（６）相談援助サービス 

（７）理美容サービス 

（８）行政申請代行 

（９）その他 

※これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金をいただくものもござ

いますので、何か不明な点などありましたら、支援相談員まで具体的にご相談

ください。 

Ⅲ 利用料金 

（１）基本利用料金 

  施設利用料金は、要介護認定による要介護度によって異なります。料金表（別

紙２）をご参照ください。 

（２）食費               ¥２，１００／日 

（朝食５８０円・昼食６８０円・夕食６８０円・おやつ代１６０円） 

（３）居住費（滞在費） 

   多床室（２人室・４人室）     ¥６５０／日（光熱水費） 

   ユニット型個室・準個室（個室 A・個室 B）    

¥２，５９０／日（光熱水費・施設利用代） 

（４）その他 

  利用者様が選定する個室料金・理美容代・アメニティセット代・日用品費・教

養娯楽費などは、料金表（別紙２）をご参照ください。なお、不明な点がござい

ましたら、支援相談員までお尋ねください。 

Ⅳ 施設サービスについて 

（１）介護保険証の確認 

  ご利用にあたり、ご利用希望者様の「介護保険証」を確認させていただきます。 

（２）ケアサービス 

  当施設でのサービスは、利用者様がご家庭での生活を継続させるために立案さ

れた、「居宅介護サービス計画」に基づき、当施設を一定期間ご利用いただきます。

このサービスを提供するにあたっては、利用者様に関る各スタッフにより短期入

所療養介護計画が作成されますが、その内容については、利用者様・ご家族様（身

元引受人）の希望を充分に取り入れ、同意をいただいてまいります。 

（３）医療サービス 

  短期入所療養介護は、入院・通院が必要ない程度の要支援者または要介護者を

対象としていますが、施設内の医師・看護師により、利用者様の状態に合わせた

適切な医療・看護を行います。 

（４）介護サービス 

 短期入所療養介護計画に基づいて実施します。 

（５）機能訓練 

 医師の指示の下に機能訓練を行いますが、施設内のすべての活動が機能訓練の

ためのリハビリ効果を期待したものです。機能訓練室以外での生活訓練も、機能

訓練として位置付けが成されております。 

（６）生活サービス 

  当施設入所中も、明るく家庭的な雰囲気の下で生活していただけるよう、常に利



用者様の立場を意識したサービスを提供致します。 

（７）食事時間（原則として、食堂にてお召し上がりいただきます） 

 朝 食   ７：３０より 

 昼 食  １２：００より 

 おやつ  １５：００より（入浴日は多少提供時間が遅れることがございます） 

  夕 食  １８：００より 

（８）入浴時間 

  週２回。但し、利用者様の健康状態に応じて清拭となる場合がございます。 

（９）理美容サービス 

  火曜日と金曜日（入所フロアによります）理美容サービスの提供を行います。

サービス日が決まり次第、各フロアに提示いたしますので、フロアスタッフまで

お申し込みください。定員になり次第締め切ります。 

 理美容サービス料金 ￥２，０００～（月末清算となります） 

 （10）面会について 

     ご面会時間は、10：00～18：00となっております。ご来所の際は、１階受付に

て面会簿へのご記名をお願い致します。また、感染症等予防のため、体調不良の

際はご面会をお控えくださいますようご協力よろしくお願い致します。 

Ⅴ 他機関との連携 

（１）協力医療機関 

   済生会神奈川県病院    横浜市神奈川区富家町 6-6   045-432-1111 

 牧野記念病院       横浜市緑区鴨居 2-21-11  045-933-4111   

 わかばデンタルクリニック 藤沢市長後 747-26  0466-90-4198 

（２）協力医療機関への受診 

  当施設では、医療機関や歯科医に協力をいただいておりますので、利用者様の

状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしております。歯科

医については、毎週金曜日に往診をお願いしております。 

 また、当施設での対応が困難な状態になった場合、専門的な対応が必要になった

場合には、責任をもって他の機関を紹介致します。 

Ⅵ 緊急時の連絡先 

（１）緊急の場合 

 緊急の場合は、利用契約書・第１３条に基づき、記入されている方へ当施設よ

りご連絡をさせていただきます。 

 （２）事故発生の場合 

     利用者に対する短期入所療養介護サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市区町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

Ⅶ 日常生活の規律 

（１）施設の職員などの指示による日課を実施し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦

に努めましょう。 

（２）利用者様は、外出を希望する場合は、その都度事前にサービスステーションに 

届けましょう。原則として、付き添い人無しでの外出はできません。 

（３）貴重品は、必要以上に持ち込まないようにしましょう。持ち込む場合、その保管

は事務室へ依頼してください、 

（４）携帯電話のご使用は、指定された場所でお願い致します。電話機の管理は個人で 

   お願い致します。紛失等に関しては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

（５）利用者様、並びにご家族様（身元引受人含む）は、施設内の清潔・整頓・環境衛

生保持のため、施設にご協力お願い致します。                 



（６）利用者様は、身上に関する重要事項が発生した場合は、速やかに施設長及び支援  

相談員に届けましょう。 

Ⅷ 施設内での禁止事項 

利用者様は、次の事項を慎みましょう。 

（１）喧嘩・口論・泥酔など他の利用者様に迷惑をかけること。 

（２）施設利用中の喫煙。 

（３）火気の使用及び自炊すること。 

（４）安全衛生を害すること。 

（５）特定の政治活動や布教活動をすること。 

（６）金銭または物品によって、賭け事をすること。 

（７）無断で備品の位置を変えたり、形状を変えたりすること。 

（８）お酒等のアルコール類の持ち込み及び飲酒。 

Ⅸ その他 

 （１）ご入所後に、ご本人様や他の入所者様のご病状や、施設側の設備面の事情等でお

部屋の移動をお願いする場合がございます。また、それが緊急性を要する場合に

は、ご家族様に連絡がつかない場合でも事後報告として実施させていただく場合

がございます。予めご了承ください。 

 （２）日用品には必ず名前を明記して下さい。紛失などの際は責任を負いかねます。 

（３）当施設は併設サービスとして、介護老人保健施設サービス・通所リハビリテーシ

ョン（介護予防サービス含む）を実施しております。  

 （４）サービス向上の為、施設職員は施設内や外部での研修に参加しております。 

Ⅹ 相談窓口 

   当施設には、利用者様が快適に生活を送れるよう「相談窓口」として支援相談員が

勤務しておりますので、お気軽にご相談ください。また、要望や苦情なども、支援相

談員にお寄せいただければ、施設内で速やかに対応し、改善またはご報告致します。 

その他、正面玄関に設置されております「ご意見箱」をご利用ください。 

 

 電   話 ： ０４５－４７２－９１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ： ０４５－４７２－９１３６ 

 支援相談員 ： 湯浅 利香・尾形 由香 

対 応 時 間 ： ８：３０ ～ １７：００ 

（前もってご連絡いただければ左記時間以外でも対応致します） 

 

★上記の相談窓口以外にも、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会にも苦

情などを伝えることができます。 

 はまふくコール 

                 ０４５－２６３－８０８４ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 苦情窓口 

                  ０４５－３２９－３４４７ 

 

上記内容の説明を受け、同意し交付を受けました。 

   年   月   日 
                                    

 説明者                                  印 

 
 

                 同意者                 印 

   



 

介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

重要事項説明書 

 

【（介護予防）通所リハビリテーションサービス】 

 

Ⅰ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

施   設   名：介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

開 設 年 月 日：２００５年 ３月 １日 

（2022年 4月 1日法人変更、事業継承） 

所   在   地：神奈川県横浜市神奈川区菅田町１４８１－１ 

電  話 番  号：０４５－４７２－９１１１ 

フ ァ ッ ク ス：０４５－４７２－９１３６ 

管   理   者：施設長  土基 百合子 

介護保険事業所番号：１４５０２８００５７ 

（２）通所リハビリテーションの目的と運営方針 

通所リハビリテーションについては、要支援者及び要介護者の自宅などでの生

活を継続させるために立案された、居宅介護サービスに基づき、理学療法士・作

業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護福祉士・介護職員などが利用者

様の心身の機能維持や回復を図るためにサービスを提供させていただきます。 

さらに、短期入所療養介護といった居宅介護サービスを提供し、利用者様の療

養生活のお手伝いをさせていただきます。この目的に沿って当施設では、以下の

ような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 

＜＜ 介護老人保健施設 牧野ケアセンター の運営方針 ＞＞ 

利用者ご本人様の状態に合わせ、家庭的な雰囲気の中で、医師による健康チェ

ックやあたたかな看護・介護、機能回復訓練によるリハビリ、健康維持のための

レクリエーションなどを行い、住み慣れたご家庭で療養ができるように、短期入

所療養介護や通所リハビリテーションを提供させていただくことを運営方針とさ

せていただいております。 

（３）職員体制 

別紙（１）にて参照 

（４）職員勤務時間 

勤務時間   ８：３０ ～ １７：００ 

（５）通所リハビリテーション定員 

定  員   ５０名     

 

Ⅱ サービス内容 

（１）通所リハビリテーション計画の立案 

（２）食事（医師の指示において特別食の提供） 

（３）入浴（一般浴・特浴） 

（４）医学的管理・看護・介護 



 

（５）機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

（６）相談援助サービス 

（７）行政申請代行 

（８）その他 

※これらのサービスの中には、利用者様から、基本料金とは別に利用料金をいた

だくものもありますので、何か不明な点などありましたら、支援相談員まで具

体的にご相談ください。 

 

Ⅲ 利用料金 

（１）基本利用料金 

施設利用料金は、要介護認定による要介護度によって異なります。料金表（別

紙２）をご参照ください。なお、不明な点がございましたら、支援相談員までお

尋ねください。 

（２）食費     昼食￥６５０  おやつ￥１００ 

※ 上記負担額は、世帯所得の状況等により軽減措置あり 

（３）その他 

利用者様が選定するアメニティセット代・日用品費・教養娯楽費・おむつ代な

どは、料金表（別紙２）をご参照ください。なお、不明な点がございましたら、

支援相談員または通所リハビリスタッフまでお尋ねください。 

 

Ⅳ 施設サービスについて 

（１）介護保険証の確認 

  ご利用にあたり、ご利用希望者様の「介護保険証」を確認させていただきます。 

（２）ケアサービス 

  当施設でのサービスは、利用者様がご家庭での生活を継続させるために立案さ

れた「居宅介護サービス」計画に基づき、当施設をご利用いただきますが、この

サービスを提供するにあたっては、利用者様に関る職種のスタッフによって、通

所リハビリテーション計画書が作成されます。その際、利用者様・ご家族様（身

元引受人）の希望を充分に取り入れるよう努めます。また、計画書に同意いただ

くようになります。 

（３）医療サービス 

  緊急時における対応として、医師・看護師等の医療スタッフが勤務しておりま

すので、安心してご利用ください。 

（４）介護サービス 

通所リハビリテーション計画に基づいて実施します。 

（５）機能訓練 

  医師の指示の下に機能訓練を行いますが、施設内のすべての活動が機能訓練の

ためのリハビリ効果を期待したものです。機能訓練室以外での生活訓練も、機能

訓練として位置付けが成されております。 

（６）生活サービス 

  通所リハビリテーションご利用中でも、家庭的な雰囲気の下で利用していただ

けるよう、常に利用者様の立場にたってサービスを提供させていただきます。 

（７）食事時間（通所食堂にてお召し上がりいただきます） 



 

昼 食  １２：００より 

おやつ  １５：００より 

 （８）入浴時間 

  居宅介護サービス計画に基づき、対応させていただきます。 

  入浴時間は１０：３０以降、職員の誘導にてご入浴ください。 

 

Ⅴ 他機関との連携 

（１）協力医療機関 

   済生会神奈川県病院    横浜市神奈川区富家町 6-6   045-432-1111 

 牧野記念病院       横浜市緑区鴨居 2-21-11  045-933-4111 

 わかばデンタルクリニック 藤沢市長後 747-26  0466-90-4198 

（２）協力医療機関への受診 

  当施設では、医療機関や歯科医に協力をいただいておりますので、利用者様の

状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしております。 

Ⅵ 緊急時の連絡先 

（１）緊急の場合 

  緊急の場合は、利用契約書・第１３条に基づき、記入されている方へ当施設よ

りご連絡をさせていただきます。 

 （２）事故発生の場合 

     当施設では、利用者に対する通所リハビリテーションサービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに市区町村、利用者様のご家族様などに連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 

 

Ⅶ 日常生活の規律 

利用者様は、次の事項を守りましょう。 

（１）施設の職員などの指示による日課を実施し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦

に努めましょう。 

（２）利用者様、並びにご家族様（身元引受人含む）は、施設内の清潔・整頓・環境衛

生保持のため、施設にご協力お願いします。 

（３）利用者様は、身上に関する重要事項が発生した場合は、速やかに施設長及び支援

相談員に届けましょう。 

 

Ⅷ 施設内での禁止事項 

利用者様は、次の事項を慎みましょう。 

（１）喧嘩・口論・泥酔など他の利用者様に迷惑をかけること。 

（２）指定場所以外での喫煙。 

（３）火気の使用及び自炊すること。 

（４）安全衛生を害すること。 

（５）特定の政治活動や布教活動をすること。 

（６）金銭または物品によって、賭け事をすること。 

（７）無断で備品の位置を変えたり、形状を変えたりすること。 

（８）お酒等のアルコール類の持ち込み及び飲酒。 



 

Ⅸ その他 

   当施設には、利用者様が快適に生活を送れるよう「相談窓口」として支援相談員が

勤務しておりますので、お気軽にご相談ください。 

また、要望や苦情なども、支援相談員にお寄せいただければ、施設内で速やかに対応

し、改善またはご報告致します。その他、正面玄関に設置されております「ご意見箱」

をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電   話 ： ０４５－４７２－９１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ： ０４５－４７２－９１３６ 

 支援相談員 ： 湯浅 利香・尾形 由香 

対 応 時 間 ： ８：３０ ～ １７：００ 

（前もってご連絡いただければ左記時間以外でも対応致します） 

 

★上記の相談窓口以外にも、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会にも苦

情などを伝えることができます。 

 はまふくコール 

                 ０４５－２６３－８０８４ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 苦情窓口 

                  ０４５－３２９－３４４７ 

 

上記内容の説明を受け、同意し交付を受けました。 

 

   年   月   日 

                                    

 説明者                                  印 

 

 

                 同意者                 印 

 



 

介護老人保健施設 牧野ケアセンター 

重要事項説明書 

 

【訪問リハビリテーションサービス】 

【介護予防訪問リハビリテーションサービス】 

 

Ⅰ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

施   設   名：医療法人社団武蔵野会 介護老人保健施設  

牧野ケアセンター 

開 設 年 月 日：２００５年 ３月 １日 

（2022年 4月 1日法人変更、事業継承） 

所   在   地：神奈川県横浜市神奈川区菅田町１４８１－１ 

電  話 番  号：０４５－４７２－９１１１ 

フ ァ ッ ク ス：０４５－４７２－９１３６ 

管   理   者：施設長  土基 百合子 

介護保険事業所番号：１４５０２８００５７ 

（２）訪問リハビリテーションの目的と運営方針 

訪問リハビリテーションについては、要支援者及び要介護者の自宅などでの生

活を継続させるために立案された、居宅介護サービスに基づき、理学療法士・作業

療法士などが利用者様の心身の機能維持や回復を図るためにサービスを提供させ

ていただきます。 

当該サービスは医師の指示のもと計画的なリハビリテーションを提供し、訪問

リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、定期的（3か月ごと）に評価・見

直しを行います。 

この目的に沿って当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご

理解いただいた上でご利用ください。 

＜＜ 介護老人保健施設 牧野ケアセンター の運営方針 ＞＞ 

利用者ご本人様の状態に合わせ、家庭的な雰囲気の中で、医師による健康チェッ

クやあたたかな看護・介護、機能回復訓練によるリハビリ、健康維持のためのレク

リエーションなどを行い、住み慣れたご家庭で療養ができるように、短期入所療養

介護や通所リハビリテーションを提供させていただくことを運営方針とさせてい

ただいております。 

（３）職員体制 

医師       １名以上（介護老人保健施設と兼任） 

理学療法士    １名以上（介護老人保健施設と兼任） 

作業療法士    １名以上（介護老人保健施設と兼任） 

 



 

（４）営業日及び営業時間 

   事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

     営業日：月曜日から土曜日までとする（祝日を含む）。 

     休業日：日曜日、年末年始（12月 31日から 1月 3日） 

営業時間：午前 9時 00分から午後 5時 30分までとする。 

（５）通常の事業の実施地域は別添１のとおりとする。 

 

Ⅱ サービス内容 

（１）体調の確認 

（２）訪問リハビリテーション 

（３）介護のアドバイス 

（４）福祉用具選定のアドバイス 

※これらのサービスの中には、利用者様から、基本料金とは別に利用料金をいただくものも

ありますので、何か不明な点などありましたら、支援相談員までご相談ください。 

 

Ⅲ 利用料金 

   別紙料金表をご参照ください。 

施設利用料金は、要介護認定による要介護度によって異なります。料金表（別紙

２）をご参照ください。なお、不明な点がございましたら、支援相談員までお尋ね

ください。 

 

Ⅳ 施設サービスについて 

（１）介護保険証の確認 

  ご利用にあたり、ご利用希望者様の「介護保険証」を確認させていただきます。 

（２）ケアサービス 

  当施設でのサービスは、利用者様がご家庭での生活を継続させるために立案さ

れた「居宅介護サービス」計画に基づき、当施設をご利用いただきますが、このサ

ービスを提供するにあたっては、利用者様に関る職種のスタッフによって、訪問リ

ハビリテーション計画書が作成されます。その際、利用者様・ご家族様（身元引受

人）の希望を充分に取り入れるよう努めます。また、計画書に同意いただくように

なります。 

（３）機能訓練 

  医師の指示の下に機能訓練を行いますが、施設内のすべての活動が機能訓練の

ためのリハビリ効果を期待したものです。機能訓練室以外での生活訓練も、機能訓

練として位置付けが成されております。 

 

Ⅴ 他機関との連携 

（１）協力医療機関 

   済生会神奈川県病院    横浜市神奈川区富家町 6-6   045-432-1111 

 牧野記念病院       横浜市緑区鴨居 2-21-11        045-933-4111 

（２）協力医療機関への受診 

  当施設では、医療機関に協力をいただいておりますので、利用者様の状態が急変



した場合には、速やかに対応をお願いするようにしております。 

 

Ⅵ 緊急時の連絡先 

（１）緊急の場合 

  緊急の場合は、利用契約書・第１３条に基づき、記入されている方へ当施設より

ご連絡をさせていただきます。 

 （２）事故発生の場合 

     当施設では、利用者に対する訪問リハビリテーションサービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに市区町村、利用者様のご家族様などに連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

 

Ⅶ 日常生活の規律 

利用者様は、次の事項を守りましょう。 

（１）施設の職員などの指示による日課を実施し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に

努めましょう。 

（２）利用者様は、身上に関する重要事項が発生した場合は、速やかに施設長及び支援相

談員に届けましょう。 

 

Ⅷ 苦情相談窓口 

   当施設には、利用者様が快適に生活を送れるよう「相談窓口」として支援相談員が勤

務しておりますので、お気軽にご相談ください。 

また、要望や苦情なども、支援相談員にお寄せいただければ、施設内で速やかに対応し、

改善またはご報告いたします。その他、正面玄関に設置されております「ご意見箱」を

ご利用ください。 

 

 

 電   話 ： ０４５－４７２－９１１１ 

 相談室直通 ： ０４５―５３４―９０９９ 

 Ｆ Ａ Ｘ ： ０４５－４７２－９１３６ 

 支援相談員 ： 湯浅 利香・尾形 由香  

リハビリ科 ： 矢野 祥子・田中 優・本間 希 

対 応 時 間 ： ８：３０ ～ １７：００ 

（前もってご連絡いただければ上記時間以外でも対応致します） 

 

★上記の相談窓口以外にも、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会にも苦情

などを伝えることができます。 

 はまふくコール 

                 ０４５－２６３－８０８４ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 苦情窓口 

                  ０４５－３２９－３４４７ 

 

 



 

 

Ⅸ 身体の拘束等 

（１）施設は、原則として利用者に対する身体拘束を行わない。但し、当該利用者

または他の利用者等の生命、または身体を保護するため等緊急やむを得ない

場合は、身体拘束を行う場合もある。 

 （２）施設は、やむなく身体拘束を行った場合には、施設の医師がその様態および

時間、その際の利用者の心身状況、緊急や無を得なかった理由を診療録に記

載する。またその際は家族、もしくは親近者に説明し書面にて同意を得なけ

ればならない。 

 （３）施設は、やむなく身体拘束を行った場合には、早急にそれを改善するべくカ

ンファレンス等で検討を重ね最善を尽くさなければならない。 

 

Ⅹ 虐待防止に関する事項 

 （１）施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるもの

とする。 

   ・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

   ・利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

   ・その他虐待防止のために必用な措置 

（２）施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は擁護者（利用者の家族等高

齢者を現に擁護する者）から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

 

Ⅺ その他運営に関する重要事項 

 （１）当事業者は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、

業務体制を整備する。 

・採用時研修  採用後 1ケ月以内 

・継続研修   年 2回 

（２）従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族に秘密を保持する。 

 （３）従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とする。 

 （４）取得した個人情報は介護サービス提供・請求会計・関係機関連携・実地指導

や監査対応・事故等の報告・品質向上に限り利用し、法令に基づく場合を除

き本人同意なく第三者へ提供は行わない。 

   年   月   日 

                                    

 説明者                                  印 

 

                 同意者                 印 

 ＊上記内容の説明を受け、同意し交付を受けました。 

 



別添 1 実施地域一覧 

 

１．横浜市 神奈川区 

  片倉町１丁目、片倉町、神大寺、栗田谷、三枚町、菅田町、羽沢町、三ツ沢上町、 

三ツ沢下町、三ツ沢中町、六角橋１～６丁目 

２．同 緑区 

  上山１～３丁目、鴨居１～７丁目、鴨居町、竹山１～４丁目、白山１～４丁目、 

東本郷１～６丁目、東本郷町 

 ３．同 港北区 

   岸根町、小机町、鳥山町 

 ４．同 保土ヶ谷区 

   新井町、上菅田町 

 


